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   令和８年度いきいきふるさと推進事業助成金に係る助成申請書の追加募集について（通知） 

 

 日頃より、当協会の運営について、格別のご支援、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、標記事業について、下記のとおり追加募集を実施することとなりました。各市町村で申請書を取りまとめ

の上、期限内に提出してください。 

 

記 

 

 １ 提出期日等 

  (1) 提出期限 令和８年５月２９日（金） 

  (2) 提 出 先 〒060-0004 札幌市中央区北４条西６丁目 北海道自治会館６階 

          公益財団法人北海道市町村振興協会 事業推進担当 

  (3) 提出部数 １部  

  (4) 提出方法 メール提出及び郵送又は持参（メール提出後、後日原本提出可）。 

    複数事業の申請がある場合は、申請書類を一括して提出してください。（追加募集分のみ） 

     また、「いきいきふるさと推進事業 助成申請総括表」には、既に申請済みの事業を含めて優先順位を必

ず記載してください。 

 

 ２ 追加募集の対象 

     理事長特認事業のみ 

 (1) 自治体ＤＸの推進 「いきいきふるさと推進事業助成金の手引き（P19）」を確認してください。 

   対象事業の例：コンビニ交付システム導入事業、行政手続きのオンライン化事業、書かない窓口導入事業等 

   対象外事業の例：入札オンラインシステム導入事業、水道スマートメーター事業、学校用デジタル教材導入

事業等 

  (2) 地球温暖化対策の推進 「いきいきふるさと推進事業助成金の手引き（P20）」を確認してください。 

  (3) 地域公共交通の確保 「いきいきふるさと推進事業助成金の手引き（P20）」を確認してください。  

   ※上記事業について、今年度国の交付金等の採択となった事業で、「いきいきふるさと推進事業助成金」未

申請事業、今回追加募集の対象について申請願います。 

 

 ２ 留意事項等 

  (1) 提出書類や助成事業の概要等については「いきいきふるさと推進事業助成金の手引き（別添）」を確認し

てください。 

  (2) 市町村振興宝くじ（通称・サマージャンボ宝くじ）に係る広報宣伝の方法等については、別紙「いきい

きふるさと推進事業助成金に係る宝くじ広報表示マニュアル」を確認してください。 

  (3) 助成申請書等は、当協会ホームページ（https://www.do-shinko.or.jp/）のトップページ右側「申請書

等ダウンロード」から、最新の様式をダウンロードの上で作成してください。 

  (4) 審査結果（助成決定及び不採択等）は、６月下旬～７月上旬に通知する予定です。 

 

 

                                                                事業推進担当：糸川、武田 

℡：011-232-0281 FAX：011-221-5866 

E-mail：z-4@do-shinko.or.jp（武田） 
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